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■ 外来化学療法の流れ（イメージ）

外来化学療法の流れ（イメージ）

○ 外来化学療法においては、多職種が協同して外来における化学療法を実施するとともに、
緊急時における対応等が実施できるよう体制を構築している。

外来化学療法室

看護師

説明・指導・管理
・指示・文書交付

国立がん研究センターに学ぶ
がん薬物療法看護スキルアップ
南江堂 2018年 (参考)
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出典：厚生労働省 事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン 参考資料 がんに関する留意事項

仕事を持ちながら悪性新生物で通院している者

男 性 女 性
（万人）

※ 仕事をもっているとは、調査月に収入
を伴う仕事を少しでもしたことをいい、

被雇用者のほか、自営業主、家族従事者
等を含む。

資料：厚生労働省「平成22年

国民生活基礎調査」を基に同省
健康局にて特別集計したもの

○ 悪性新生物の治療のため、仕事を持ちながら通院している者は増加傾向にある。
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（万人）

（万人）（万人）

資料：厚生労働省「平成31年

国民生活基礎調査」を基に同省
健康局にて特別集計したもの

計：32.5万人

計：44.8万人

※ 仕事をもっているとは、調査月に収入
を伴う仕事を少しでもしたことをいい、

被雇用者のほか、自営業主、家族従事者
等を含む。



出典：厚生労働省 事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン 参考資料 がんに関する留意事項

入院日数の短縮化と通院治療へのシフト

図４ 在院日数の推移

※悪性新生物（がん）の退院患者における
平均在院日数（病院・一般診療所）
（平成２９年患者調査より作成）

図５ 入院患者・外来患者数の推移

※悪性新生物（がん）の入院患者・外来患者数
（平成２９年患者調査より作成）

○ 近年の主ながん種の平均在院日数は短くなりつつある一方、外来患者数が増えており、
通院しながら治療を受ける患者が増えている。

○ それとともに、治療の副作用や症状等をコントロールしつつ、通院で治療を受けながら仕
事を続けている場合が増えてきている。

中 医 協 総 － ３

３１．４．２４ （改）
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第３期がん対策推進基本計画（抄）

（現状・課題）

薬物療法の提供については、拠点病院等を中心に、薬物療法部門の設置や外来薬物療法室の整備を進めると
ともに、専門的な知識を有する医師、薬剤師、看護師等の配置を行い、適切な服薬管理や副作用対策等が実施さ
れるよう努めてきた。

薬物療法が外来で実施されることが一般的となり、薬物療法を外来で受ける患者が増加していることから、拠点
病院等の薬物療法部門では、薬物療法に関する十分な説明や、支持療法をはじめとした副作用対策、新規薬剤
への対応等の負担が増大している。

（取り組むべき施策）

拠点病院等は、外来薬物療法をより安全に提供するために、外来薬物療法に関する多職種による院内横断的な
検討の場を設けることとし、薬物療法に携わる院内の全ての医療従事者に対して、適切な薬剤の服薬管理や副作
用対策等の外来薬物療法に関する情報共有や啓発等を行う。

国は、薬物療法を受ける外来患者の服薬管理や副作用対策等を支援するため、拠点病院等と、かかりつけ機能
を有する地域の医療機関や薬局等との連携体制を強化するために必要な施策を講ずる。

国は、患者の病態に応じた適切な薬物療法を提供するため、専門的な医師や薬剤師、看護師、がん相談支援セ
ンターの相談員等の人材育成、適正配置に努める。また、それらの専門職等が連携し、患者に適切な説明を行う
ための体制整備に努める。

第２ 分野別施策と個別目標
２. 患者本位のがん医療の実現

（２） がんの手術療法、放射線療法、薬物療法及び免疫療法の充実
② 各治療法について（手術療法、放射線療法、薬物療法及び免疫療法）
（ウ） 薬物療法について

（平成30年３月 閣議決定）
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外来化学療法に必要な体制について

外来化学療法に必要な体制について

○ 外来化学療法を安全に実施するためには、施設の設備や体制を整える必要がある。
○ 外来化学療法に必要な体制として、専任の医師・看護師・薬剤師など多職種が連携し、
治療体制を整備していくことが必要であり、その一つとして、副作用管理体制が挙げられる。

国立がん研究センターに学ぶ
がん薬物療法看護スキルアップ
南江堂 2018年 (p.229 一部抜粋改変)
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外来化学療法を行う施設の設備・体制につ
いての必要条件

１．がん化学療法に精通した医師・薬剤師・
看護師など他職種の連携

２．レジメンの管理、指示の統一

３．マニュアルやガイドラインの作成と定期的
な見直し

４．エラーを防止するシステム
５．緊急時に迅速に対応できる体制
６．外来における患者教育
７．他部門との連携

８．外来化学療法運営を検討する場

医師 薬剤師 看護師

１．新しい治療・プロト
コールがスタートする
場合は、必ず事前に
説明・勉強会を実施

２．情報の共有化の徹底
３．確実な指示
４．当番医との連携

５．看護師とのコミュニ
ケー
ションスキル

６．チーム医療の実施

７．急性期副作用に対応

１．迅速な抗がん薬調整
の強化

２．薬剤調整の連絡（投
与時間に制限がある
レジメンの取り決めな
ど）

３．医師からの指示の実
施、レジメンの確認

４．患者への薬剤指導

５．医師・看護師との定
例ミーティングの開催

１．適切な知識のもと安全・確
実な投与管理

２．副作用症状のマネジメント
a. 副作用症状の予防と緩和
b.患者・家族へのセルフケア
支援

３．副作用症状以外の症状マネ
ジメント

４．意思決定支援
５．不安を軽減する情報収集
６．信頼関係の構築

７．安全や緊急時のためのシス
テム作り

８．チーム医療の推進

９．セルフケア支援

表４ 要件 表５ 職種別のチーム医療の役割



外来化学療法に係る副作用

外来化学療法に係る副作用

○ 外来化学療法に係る副作用は、新規薬剤の開発もあり多岐に渡り、発症時期も異なって
いる。

国立がん研究センターに学ぶ
がん薬物療法看護スキルアップ
南江堂 2018年

がん情報サービス
https://ganjoho.jp/

外来化学療法の副作用への対応
投与中のモニタリングの他、投与後の副作用
症状とその対応についての患者指導、緊急
時に相談・対応ができる体制などが必要と
なっている

免疫チェックポイント阻害薬の副作用分子標的治療薬の副作用

細胞障害性抗がん薬による副作用発現時期の目安

主な抗がん薬開発の歴史（日本）
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月当たり外来化学療法投与回数

月当たりの外来受診回数※ 1 2 3 4 5 6 10総計

1 1504 1504

2 618 1375 1993

3 232 338 429 999

4 64 136 102 102 404

5 12 28 33 17 13 103

6 6 5 4 1 3 19

7 2 3 5

8 1 1

10 1 1 1 3

総計 2440 1882 572 120 13 3 1 5031

※ 外来受診には化学療法投与なしを含む。
四国がんセンター調べ
（2020年度）

外来化学療法の１月当たり投与回数（実態例）

○ 外来化学療法における１月当たりの投与回数と、外来受診回数の関係は以下のとおり。
○ 外来受診回数は、外来化学療法投与回数と同回数の場合が大半であったが、外来化学
療法投与タイミング以外にも受診がみられた。

(48.5%) (37.4%) (11.4%) (2.4%) (0.3%) ( 0.06%) ( 0.02%)
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○ 外来化学療法加算1の届出医療機関数及び算定回数は増加傾向。
○ 外来化学療法加算2の届出医療機関数及び算定回数は微減。

【出典】届出医療機関数：保険局医療課調べ（各年７月１日現在）、算定回数：社会医療診療行為別統計（調査）（各年６月審査分）

外来化学療法加算１ 外来化学療法加算２

外来化学療法加算Ａ
（腫瘍用薬）

外来化学療法加算Ｂ
（インフリキシマブ製剤等）

外来化学療法加算Ａ
（腫瘍用薬）

外来化学療法加算Ｂ
（インフリキシマブ製剤等）

①15歳未満 ②15歳以上 ①15歳未満 ②15歳以上 ①15歳未満 ②15歳以上 ①15歳未満 ②15歳以上

点数(1日につき) 820点 600点 670点 450点 740点 470点 640点 370点

算定対象 入院中の患者以外の悪性腫瘍等の患者
（G001静脈内注射、G002動脈注射、G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入、G003-3肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、G004点滴注射、G005中心静脈注射、G006植込型カテーテルによる中心静脈注射に加算）

主な算定要件

○ 抗悪性腫瘍剤等による注射の必要性、副作用、用法・容量、その他の留意点等について文書で説明し同意を得た上で、外来化学療法に係る専用室に
おいて、悪性腫瘍等の治療を目的として悪性腫瘍剤が投与された場合に、投与された薬剤に従い算定

○ 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメン（治療内容）の
妥当性を評価し、承認する委員会において、承認され、登録されたレジメンを
用いて治療を行ったときのみ算定可能

－

主な施設基準

(１) 外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室
(２) 化学療法の経験を５年以上有する専任の常勤医師
(３) 化学療法の経験を５年以上有する専任の常勤看護師（化学療法を
実施している時間帯において常時当該治療室に勤務）

(４) 化学療法に係る調剤の経験を５年以上有する専任の常勤薬剤師
(５) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制等の確保
(６) 実施される化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認する委員会の
開催（委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者、業務に
携わる看護師及び薬剤師から構成され、少なくとも年１回開催）

(１) 外来化学療法を実施するための専用のベッドを有する治療室
(２) 化学療法の経験を有する専任の常勤看護師（化学療法を実施して
いる時間帯において常時当該治療室に勤務）

(３) 専任の常勤薬剤師
(４) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制等の確保

届出医療機関数
及び算定回数

1,530 1,557 1,560 1,563 1,591 

66 65 63 63 62

0
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病院 診療所
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215,682 
242,238 250,597 
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8,353 8,711 9,046 8,548 7,960 

6,666 6,285 6,441 6,347 6,068 
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10,000
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加算Ａ① 加算Ａ② 加算Ｂ① 加算Ｂ②

（施設） （施設）（回） （回）
届出医療機関数 算定回数 届出医療機関数 算定回数

外来化学療法加算の算定要件と算定状況



外来化学療法のそのほかの評価について（主なもの）

がん患者指導管理料 連携充実加算 無菌製剤処理料

評価 イ 医師が看護師と共同して治療方針等について話し合い、その
内容を文書等により提供した場合
（１回に限り） 500点

ロ 医師又は看護師が心理的不安を軽減するための面接を行
った場合（６回に限り） 200点

ハ 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要
性等について文書により説明を行った場合
（６回に限り） 200点

ニ 医師が遺伝子検査の必要性について文書により説明を行
った場合 300点

150点
外来化学療法加算１を算定する日に月1回

無菌製剤処理料１
（悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される
一部の患者）
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合

180点
ロ イ以外の場合

45点

概要 医師又は看護師が行う心理的不安を軽減するための介入及び
医師又は薬剤師が行う抗悪性腫瘍剤の副作用等の指導管理を
行った場合に算定。

患者にレジメン(治療計画)を提供し、患者の状態を踏
まえた必要な指導を行うとともに、地域の薬局薬剤師を
対象とした研修会の実施等の連携体制を整備している
場合に算定。

抗がん剤への被曝防止の観点等から、閉鎖式接続器
具を使用した場合等、無菌製剤処理を行う場合に算
定。

主な算定要件 • 指導内容等の要点を診療録等に記載。
• 患者の十分な理解が得られた場合に算定。
• 看護師、薬剤師が実施した場合、医師に対して情報提供や
提案などを行う。

• ロは継続して治療を行う者のうち、STAS-Jで２以上の項目が
２項目以上該当、又はDCS 40点以上の者を対象。

• ニは乳癌、卵巣癌又は卵管癌と診断された患者のうち遺伝性
乳がん卵巣がん症候群が疑われる患者を対象。

• 化学療法の経験を有する医師又は化学療法に係
る調剤の経験を有する薬剤師が、抗悪性腫瘍剤
等の副作用の発現状況を評価するとともに、副作
用の発現状況を記載した治療計画等の文書を患
者に交付する。

• 療養のため必要な栄養の指導を実施する場合には、
管理栄養士と連携を図る。

• 無菌環境において、無菌化した器具を用いて、製
剤処理を行う。常勤の薬剤師が行い、記録を整備
し保管する。

• 悪性腫瘍に対して用いる薬剤で細胞毒性を有する
ものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、
動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動
脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入又は
点滴注射が行われる場合に算定。
常勤薬剤師が患者ごとに、投与経路、投与速度、
投与間隔等の確認を行った上で行う。

主な施設基準 • イは、緩和ケアの研修を修了した医師及び専任看護師が
それぞれ１名以上配置、緩和ケア研修会等の終了、看護師
は、５年以上がん患者の看護に従事した経験を有し、がん患
者へのカウンセリング等に係る適切な研修（６月以上600時
間以上）を修了した者。

• ロは、緩和ケアの研修を修了した医師及び専任看護師が
それぞれ１名以上配置。看護師はイと同様。

• ハは、化学療法の経験を５年以上有する医師及び専任薬剤
師がそれぞれ１名以上配置、薬剤師は、３年以上化学療法
に係る業務に従事した経験を有し、40時間以上のがんに係る
適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実
績を50症例以上有する者。

• ニは、BRCA１/２遺伝子検査の血液を検体とするものの施
設基準に係る届出を行っていること。

• レジメンに係る委員会に管理栄養士が参加。
• 地域の保険薬局等との連携体制として、レジメンを
ホームページ等で閲覧できるようにする、地域の薬
局薬剤師等を対象とした研修会等を年１回以上
実施する、保険薬局等からのレジメンに関する照会
等に応じる体制を整備する、当該体制についてホー
ムページや研修会等で周知する。

• 外来化学療法を実施している医療機関に５年以
上、栄養管理に係る３年以上の経験を有する専
任常勤管理栄養士。

• ２名以上の常勤薬剤師。
• 無菌製剤処理を行うための専用の部屋（内法によ
る測定で５平方メートル以上）を有していること。

• 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ
又は安全キャビネットを備えている。

創設年度 平成26年 令和２年 平成20年
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■ 外来化学療法の流れ（イメージ）

外来化学療法の評価のイメージ

外来化学療法室

説明・指導・管理
・指示・文書交付

国立がん研究センターに学ぶ
がん薬物療法看護スキルアップ
南江堂 2018年 (参考)

注射

患者

自宅

観察
管理
説明
指導

医師

診察
説明・指導

相談・
緊急時の受診

薬剤師 管理栄養士

栄養指導

看護師

調剤
説明
指導

がん患者
指導管理料

注射料
＋無菌製剤処理料

＋外来化学療法加算

＋連携充実加算

○ 外来化学療法においては、注射料における外来化学療法加算を中心として各種の体制
整備を評価してきている。

○ 安心・安全な外来化学療法を推進していく観点から、副作用の発現に係る管理や緊急時
の相談対応等について、体制整備に万全を期す必要がある。

副作用の発現等に係る医師による
一連の治療管理・指示

ホットライン等の、帰宅後も速やかに
対応できる体制の整備

http://1.bp.blogspot.com/-WK8bF0PScz0/Ugsxcg6jwHI/AAAAAAAAXXY/e9VZyoP23zw/s800/job_doctor_woman.png


（外来化学療法の評価）
○ 外来化学療法においては、多職種が協同して外来における化学療法を実施するとともに、緊急時における対応等が実
施できるよう体制を構築している。

○ 近年、通院しながら抗がん剤治療を受ける患者が増えており、治療の副作用や症状等をコントロールしつつ、通院で治
療を受けながら仕事を続けている場合が増えてきている。

○ 外来化学療法を安全に実施するためには施設の設備や体制を整える必要があるが、その一つとして、副作用管理体制
が挙げられる。外来化学療法に係る副作用は、新規薬剤の開発もあり多岐に渡り、発症時期も異なっている。

○ 外来受診回数は、外来化学療法投与回数と同回数の場合が大半であったが、外来化学療法投与タイミング以外にも受
診がみられた。

○ 外来化学療法加算１の届出医療機関数及び算定回数は増加傾向にあり、一方で、外来化学療法加算２の届出医療機
関数及び算定回数は微減傾向である。

○ 外来化学療法においては、注射料における外来化学療法加算を中心として各種の体制整備を評価してきている。
○ 安心・安全な外来化学療法を推進していく観点から、副作用の発現に係る管理や緊急時の相談対応等について、体制
整備に万全を期す必要がある。

○ 患者が望む治療の場で、抗がん剤治療を実施できる環境を整えるに当たり、安心・安全な外来化学療法を推進
していく観点から、外来化学療法加算等の評価についてどのように考えるか。

【論点】
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外来化学療法についての課題と論点


